
様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和６年３月１９日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号 ２４－４１３２０－０００６

工事（委託業務）名 道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）

質 問 事 項

1. 特記仕様書の19章ICT活用工事が削除されていますが、本工事の掘削(土砂)

数量は、17,007.9m3で1,000m3以上となるので受注者が希望する場合はICT活

用工事(土工)として取り扱っていただけると考えてよろしいでしょうか？

2. 本線および市道船引石森線の路床は地盤改良(置換50cm)が計画されており、

図面3/37に「現場CBR値は推定であるので再調査すること」と記載されてい

ますがこの場合の路床CBR調査は追加調査の指示による設計変更の対象と考

えてよろしいでしょうか？

回 答 事 項

1. ICT活用工事の対象として発注していない工事において、受注者からICT活用

希望があり発注者が認めた場合、ICT活用工事として設定できるものとし、

受注者希望型と同様の取り扱いとなります。

なお、発注者が認めない場合において、自主的に活用することは妨げません

が、活用にかかる費用の計上及びICT活用工事実施証明書の発行は対象外と

なります。

2. 追加調査を指示する場合は設計変更の対象とします。


